
 

議会広報常任委員会（６月議会号編集分） 

開 催 日 

及び時間 

第１回…令和４年６月 ３日（金曜日）11:10～11:17 

第２回…令和４年６月 ８日（水曜日）11:34～12:17 

第３回…令和４年６月 14 日（火曜日）11:02～12:04 

第４回…令和４年６月 22 日（水曜日）９:28～12:08 

第５回…令和４年６月 23 日（木曜日）９:28～16:33 

第６回…令和４年７月 ６日（水曜日）13:31～16:51 

第７回…令和４年７月 14 日（木曜日）９:26～14:58 

第８回…令和４年７月 21 日（木曜日）９:28～11:03 

第９回…令和４年７月 26 日（火曜日）９:28～10:40 

開催場所 粕屋町役場 ３Ｆ  32 会議室 

出 席 者 
議 員 

杉野委員長（除第９回）・宮﨑副委員長・本田委員（除第８回）・

久我委員・鞭馬委員・案浦委員・田代委員（除第８回）・古家委

員・小池議長（第１・２・４・６・９回）・安藤副議長（第３・

５・７・８回） 

事務局 吉村主事 

その他 久野印刷株式会社社員２名（第４回） 

 

 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

 

 

〇第１回 

付議事項 

１）議会広報常任委員会委員長及び副委員長の互選について 

委員長、副委員長ともに自薦により以下のとおり決定。 

委員長 ： 杉野 公彦 

副委員長： 宮﨑 広子 

２）次回委員会の開催日について 

  令和４年６月８日（水）の本会議終了後より開議。 

 

〇第２回 

付議事項 

１）当委員会の所管業務の担当割について 

  当委員会の業務の担当割を以下のとおりとすることとした。 

 〇広報編集 － 全員で担当 

 〇広聴   － 宮﨑副委員長・久我委員・鞭馬委員・田代委員 

 〇HP・SNS  － 杉野委員長・本田委員・案浦委員・古家委員 

 

２）６月議会だより（165 号）の編集について 

 〇編集方針及び編集作業の流れの確認 

  これまでの編集方針及び編集作業の流れについて確認を行った。 

 〇制作スケジュール案の決定について 

事務局より制作スケジュール案が提示され、特に異議はなく、原案



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とおり了承された。 

 〇担当割の決定 

掲載する各記事の担当割を決定。一般質問の担当については決定を

持ち越し。 

その他 

〇議会広報に関する住民アンケートの実施について意見が出された。 

〇閉会中の特定事件（所管事務）調査について検討し、以下の３点に

決定。 

 ・議会だより（６月議会号）の編集に関すること 

 ・議会報告会の実施に関すること 

 ・ホームページの更新及び SNS の開設に関すること 

〇次回委員会については、令和４年６月 14 日（火）本会議終了後より開

議。なお、以降の日程については、以下のとおり。 

 ・令和４年６月 22 日（水） 午前９時 30 分から 

 ・令和４年６月 23 日（木） 午前９時 30 分から 

・令和４年７月 ６日（水） 午前９時 30 分から 

 ・令和４年７月 14 日（木） 午前９時 30 分から 

 ・令和４年７月 21 日（木） 午前９時 30 分から 

 ・令和４年７月 26 日（火） 午前９時 30 分から 

 

〇第３回 

付議事項 

１）６月議会だより（165 号）の編集について 

 〇制作スケジュール案等の確認について 

  スケジュールの再確認を行った 

 〇担当割の決定について（一般質問） 

  前回、未定となっていた一般質問の担当者を決定した。 

２）広聴活動及びホームページ・SNS の検討について 

〇議会報告会について 

各地域に出向いての報告会は４か所で実施したが、コロナ禍により

それ以外の地域では未実施となっているため、引き続き実施する方向

で検討。実施時期については１月頃を予定。 

女性議会、子ども議会等は次年度以降に検討。 

その他 

 〇次回委員会は、令和４年６月 22 日（水）午前９時 30 分より開議。 

 

〇第４回 

付議事項 

１）６月議会だより（165 号）の編集について 

 〇各担当原稿の確認及び修正について 

  前回割り振りを行った各担当原稿の確認及び修正を行った。 

  本日修正分を次回（23 日）の委員会にて確認し、初稿として入稿す



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることとした。  

その他 

〇次回委員会は、令和４年６月 23 日（木）午前９時 30 分より開議。 

 

〇第５回 

付議事項 

１）６月議会だより（165 号）の編集について 

〇全体的な構成の確認について 

印刷業者（久野印刷株式会社）同席の上、各ページの編集及びレイ

アウトイメージを確認。 

〇一般質問原稿の確認及び修正について 

各議員より提出された一般質問の原稿の内容を確認し、修正を行っ

た。 

 〇その他確認すべき事項について 

  前日に行った各担当原稿の修正点について確認を行い、修正分を６

月 27 日までに事務局まで提出することとした。 

その他 

〇６月 22 日、23 日両日にわたり修正点等の確認を行った原稿を、初

稿として６月 28 日に入稿。（７月５日戻り予定） 

〇次回委員会は、令和４年７月６日（水）午前９時 30 分より開議。 

 

〇第６回 

付議事項 

１）６月議会だより（165 号）の編集について 

 〇初校戻り原稿の確認について 

  初稿戻り原稿の内容を確認し、修正を行った。なお、一般質問原稿

については、執行部確認分と合わせ次回確認を行うこととした。 

２）広報活動及びホームページについて 

  時間がなく協議を持ち越しとした。 

その他 

・執行部へは初稿を渡し済。７月 12 日（火）までに修正依頼。  

・７月７日（木）に第１校正入稿。（12 日戻り予定） 

・次回委員会は、令和４年７月 14 日（木）午前 10 時より開議。 

   

〇第７回 

付議事項 

１）６月議会だより（165 号）の編集について 

 〇第１校正戻り原稿の確認について 

第１校正修正結果を確認し、再修正分を第２校正に反映。 

〇初稿戻り原稿（一般質問分）の確認について 

 初稿戻り分に執行部からの修正を合わせて確認し、修正分を第２校

正に反映。 



 

 

 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

 

 

 

 

〇執行部確認原稿からの修正について 

 各担当原稿に対する執行部からの修正については、第１校正戻り結

果に対して検討を行い、修正分を第２校正に反映。 

その他 

〇７月 15 日（金）に第２校正入稿。（20 日戻り予定） 

〇次回委員会は、令和４年７月 21 日（木）午前９時 30 分より開議。 

 

〇第８回 

付議事項 

１）６月議会だより（165 号）の編集について 

〇第２校正戻り原稿の確認について 

第２校正戻り原稿の修正結果の確認と改めて全原稿の内容を確認の

上、再修正分を最終校正に反映。 

２）広聴活動について 

欠席者が多い為、次回に持ち越すこととした。 

その他 

〇７月 22 日（金）最終校正入稿。（25 日戻り予定） 

〇次回委員会は、令和４年７月 26 日（火）午前９時 30 分より開議。 

  

〇第９回 

付議事項 

１）６月議会だより（165 号）の編集について 

 〇最終校正戻り原稿の確認について 

最終 PDF 校正結果を確認し、一部修正を指示した上で校了とした。 

２）広聴活動について 

  委員長欠席の為、協議により次回に持ち越すこととした。 

その他 

 〇次回委員会は、緊急の事案がなければ９月議会開会日の本会議終了後

に開議予定。 

 

 


